
「平成２２年国勢調査富山県実施本部」の設置について 

 

１ 目的 

   平成２２年国勢調査の実施にあたり、総合的かつ効率的な実施体制を確立し、調査

事務の万全を期するため、平成２２年国勢調査富山県実施本部を設置する。 

 

２ 設置期間 

平成２２年４月５日から平成２３年３月３１日 

 

３ 組織      

（１）本部長   経営管理部長 

（２）副本部長    経営管理部次長 

（３）参 与   広報課長、国際・日本海政策課長、人事課長、文書学術課長、 

管財課長、市町村支援課長、厚生企画課長、高齢福祉課長、 

医務課長、建築住宅課長 

（４）事務局長    統計調査課長 

（５）事務局   統計調査課内に、統計調査課職員で構成する総務班、企画班、広報

班、審査指導第１班及び審査指導第２班の５班を置く 

 

４ 主な業務 

（１）国勢調査の企画、進行管理 

（２）実施本部内の協力体制の確保 

（３）国、市町村等関係機関との連絡調整 

（４）関係団体等への協力依頼 

（５）広報活動の実施 
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平成２２年国勢調査の概要 

 

１  目的等 

（１）我が国の人口、世帯、産業構造等の実態を把握し、各種行政施策等の基礎資料を

得ることを目的とする。 
（２）国の最も基本的な統計として大正９年（1920 年）以来５年ごとに実施しており、 

平成２２年調査は１９回目に当たる。また、10 年ごとに実施する大規模調査となる。 

 

２ 調査時期及び対象 

平成２２年１０月１日(金)午前零時現在、我が国に常住する全ての人 

 

３ 調査の方法 

国勢調査員（総務大臣任命）が調査票を世帯ごとに配付し、世帯から調査員又は 
市町村に調査票を提出する。 
 なお、調査票の提出は次のいずれかを世帯が選択できる。 
（１）調査員への提出（全封入提出） 
（２）郵送による提出 

 

４ 調査規模 

区  分 平成２２年（今回見込） 平成１７年（前回実績） 

調 査 区 数 ７，３２３調査区 ７，２５２調査区

世 帯 数 約３８５，０００世帯 ３７１，８１５世帯 

調査票枚数 約４７２，０００枚  ４５５，５９５枚  

調 査 事 項 ２０事項 １７事項 

指 導 員 数 約７３０人  ６８２人  

調 査 員 数 約５，３００人  ６，５９４人  

  

５ 今回調査の特色 

（１）人口減少社会を迎えての最初の国勢調査 

・人口減少社会に対応するための基礎データの提供 

（２）最近の社会・経済課題に対応するための基礎データの提供 

・雇用形態（正規・非正規雇用）の実態 

・地域別の人口・世帯の実態 

・外国人の居住・就業の実態 

 



６ 結果利用 

（１）法定人口としての利用 

    衆議院議員小選挙区の確定基準、都道府県・市町村議会の議員定数の基準、 

地方交付税の算定基準等 

（２）行政施策等の基礎資料としての利用 

    人口構造、世帯構造などの現状把握による少子・高齢化関連の行政施策、防災

計画・災害復興計画の策定など防災関連の行政施策の基礎資料等 
（３）学術研究、教育など広範な分野での利用 

将来人口の推計、生命表の作成、小・中学校等の教育用資料等 
 
 
（参考） 

 

平成２２年国勢調査 調査項目 

 

１ 世帯員に関する事項（15 事項） 

   (1)氏名             (9)在学・卒業等教育の状況 

(2)男女の別           (10)就業状況 

(3)出生の年月          (11)所属の事業所の名称及び事業の種類 

(4)世帯主との続柄        (12)仕事の種類 

(5)配偶の関係          (13)従業上の地位 

(6)国籍             (14)従業地又は通学地 

(7)現住居での居住期間      (15)従業地又は通学地までの利用交通手段 

(8)５年前の住居の所在地 

 

２ 世帯に関する事項（５事項） 

   (1)世帯の種類          (4)住宅の床面積 

(2)世帯員の数          (5)住宅の建て方 

(3)住居の種類 

  
 



平成２２年国勢調査の主な変更点 

 

１【調査方法】 

   

○調査票の封入提出方式の全面導入 

 すべての世帯は調査票を封筒に封入して提出する。 

これにより、調査員による調査票の記入内容の確認は行わない。 

 

  ○郵送提出方式の導入 

   世帯は市町村宛に郵送により調査票を提出する。 

  

○調査票の提出方法を世帯が選択 

  調査員への提出又は郵送による提出のいずれかを世帯が選択する。 

 
 

２【調査事項】 

   

○２０項目について調査 

   （前回の大規模調査(H12)では、２２項目について調査） 

 

  ○廃止項目（２項目） 

   ・就業時間 

   ・家計の収入の種類 

 

  ○内容変更の項目（２項目） 

   ・従業上の地位 

    「常雇用」「臨時雇用」の選択→ 

「正規の職員」「派遣職員」「パート・アルバイト」の選択 

   ・住宅の床面積 

     数字記入方式→選択肢記入方式へ変更 

 

 

３【その他】 

   

○国一括のコールセンターの設置 

    国勢調査に関する照会に対応する。 

 

  ○調査員の身分証明の強化 

    調査員の身分証明書に顔写真を貼付する。 



平成２２年国勢調査の主なスケジュール 

 

 
平成２２年４月５日   富山県実施本部設置 

 

     ４月～９月  関係団体等への協力依頼 

 

５月～７月  都道府県への説明会（総務省実施）（２回） 

 

       市町村への説明会（富山県実施）（２回） 

 

     調査員(約 5,300 名)、指導員(約 730 名)の推薦・報告 

 

７月～９月  調査員、指導員への説明会（各市町村実施） 

 

平成２２年１０月１日  平成２２年国勢調査の実施（調査日） 

            ※調査期間（９月２３日～１０月２４日） 

             ・調査票の配布期間：９月 23 日～30 日  

・調査票の当初回収期間：10 月１日～７日 

             ・調査票の未提出世帯回収期間：10 月 22 日～24 日 

 

  １１月～１月  調査票等の審査 

 

平成２３年１月～２月  人口速報集計公表（予定） 

 

１０月     人口等基本集計公表（予定） 

            以降、順次集計結果を公表 
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